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社会福祉事業者に対する監督指導結果

～ ８３％の事業場で違反が認められる ～

和歌山労働局（局長 松井玄考
まついはるちか

）は、管下の５つの労働基準監督署が、社会福祉事

業者に対して実施した平成２０年度、２１年度の監督指導状況を取りまとめた。

監督指導実施事業場５４のうち、８３％で違反が認められ、その内容は、労働時間、

割増賃金、就業規則の届出等、労働基準法の基本的な事項が数多く指摘されているほ

か、指摘の内容は、健康診断や衛生管理者の選任等の労働安全衛生法関係にも及んで

いた(別添「社会福祉事業者に対する監督指導結果」参照)。

和歌山労働局では、平成２２年度以降については、介護施設を中心とした社会福

祉事業を重点対象業種として位置づけ、同事業場に対して、一般労働条件の確保・

改善及び安全衛生管理の確立を目標とし、引き続き、重点的に監督指導を実施する

こととしている。

また、和歌山県及び関係する団体と連携して集団指導(説明会)等も積極的に開催

し、社会福祉施設における職場環境の改善に努めることを計画している。

＊１監督指導

労働基準監督署では、賃金の支払いや労働時間の管理などが適正に行われている

か、職場の機械や設備が安全基準を満たしているかを確認するため、労働基準監督

官が事業場を訪問する監督指導を実施している。

監督指導の結果、法令違反が認められた場合には、是正勧告によりその是正を図

る行政指導を行っている。

平成２１年度の和歌山県下の監督指導(定期監督)の件数は１１７２件で、そのう

ち何らかの法令違反が認めらたのは６４％であり、社会福祉事業場の違反率は全体

の違反率より１９ポイント高い結果となっている。

＊２ 平成２２年１月を中心に実施した介護事業場(社会福祉事業者)への自主点検結果

において、約６３％の事業場で問題がみられた。
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社会福祉事業者に対する監督指導結果

第 1 監督結果集計期間及び監督実施事業場数等

平成 20 年度及び 21 年度（平成 20 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日）

監督実施事業場数 内違反事業場数 違反率

５４ ４５ ８３％

第２ 違反内容及び件数

違 反 内 容 法 条 文 件数

最低賃金以上の賃金を支払っていないこと 最賃法第４条 ３

労働条件を明示（雇入通知書を交付）していないこと 労基法第１５条 ６

適正な賃金の支払いがなされていないこと 労基法第２４条 ４

法定労働時間を超えて労働させていること 労基法第32条他 １７

休憩時間の付与が法定を下回っていること 労基法第３４条 １

休日の付与が法定を下回っていること 労基法第３５条 ４

時間外労働に対する割増賃金を不適正支払い 労基法第３７条 ２４

就業規則を作成・届け出ていないこと 労基法第８９条 １３

法令、就業規則等の周知がなされていない 労基法第 106 条 ２

労働者名簿を作成していないこと 労基法第 107 条 ３
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賃金台帳を調整していないこと 労基法第 108 条 １０

１年以内ごとに 1 回の定期健康診断を実施していないこと、 安衛則第 44 条 ３

深夜業従事者に対し半年毎に健康診断を実施していないこと 安衛則第 4５条 ３

健康診断の記録を作成・保存していないこと 安衛則第５１条他 ６

健康診断結果報告書を提出していないこと 安衛則第５２条 ３

衛生管理者を選任していないこと（50 人以上の事業場） 安衛法第 12 条 ３

衛生推進者を選任していないこと（10 人以上の事業場） 安衛法第 12 条の 2 １

産業医を選任していないこと 安衛法第１３条 ２

衛生委員会を設置していないこと 安衛法第１８条 ５
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衛生委員会を定期に開催していないこと。 安衛則第 23 条 １

（注）複数の違反が認められた事業場が存在するため、違反事業場数合計とは一致しない


